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保健福祉センター　みなくる
　　保 健 福 祉 課 　� 52‐2211　FAX 39‐7020
　　地域包括支援センター　� 52‐2211
　　社会福祉協議会 　� 39‐7711　FAX 52‐3711
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みなくるでも、印鑑登録証明書と
住民票の発行を行なっていますの
で、ご利用ください。

発信＠発信＠
保健福祉センター
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　日本赤十字社は、国内災害救護、国際救援・開発協力事業や社会福祉事業など各分
野にわたって活動しています。 こうした活動に必要な資金は、皆さまからよせられ
る社資（募金）などによってまかなわれています。

社 員 と 社 資 

　日本赤十字社の活動は、赤十字の理念に賛同して登録された社員（いわゆる会員の
ことで、”社員”とよんでいます。）から寄せられる「社資」と広く一般から寄せら
れる「寄付金」が財源となっています。「社員」は、日本赤十字社の組織的基盤であ
り、赤十字運動を推進していくための大きな原動力になっています。

社資の主な使い道

社資は、主に以下のことに使われています。
・町赤十字奉仕団活動補助
・町献血事業支援
・災害救護活動、被災者の日用品セットや毛布の配布
・広報活動、事務費など

社 資 の 目 標 額 

　1世帯　500円（出張員を通じてお願いします）
　※募集期限　平成20年3月7日

問 い 合 わ せ 先 

　保健福祉課社会福祉係
　（日本赤十字社　南富良野町分区事務局）


